
   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下「京都市産技研」と

いう。）が、本市の産業の活性化と発展に寄与する公的な産業支援機関として、市内もの

づくり中小企業等に、より効果的な技術支援を実施するために行う施設整備事業に対す

る補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）

及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（交付の対象） 

第２条 補助金は、京都市産技研が実施する次に掲げる設備機器の整備に要する経費のう

ち、市長が適当と認めるものについて交付する。 

（１）研究開発に使用する設備機器 

（２）試験分析に使用する設備機器 

（３）技術指導に使用する設備機器 

（４）人材育成に使用する設備機器 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、国等の補助金及びその他の自己収入等

を除いた額で、毎年度予算の範囲内において交付する。 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条に規定する市長等が定める期日は、補助金の交付の対象となる事業を

実施しようとする日までとする。 

２ 条例第９条に規定する申請書の様式は、第１号様式とする。 

３ 条例第９条に規定する市長等が必要と認める書類は、機器整備計画書（第２号様式）

とする。 

（決定の通知） 

第５条 条例第１０条の規定により交付又は不交付を決定したときは、条例第１２条に基

づき地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付決定通知書（第３号

様式の１又は２）により通知するものとする。 

（標準処理期間） 

第６条 市長は、条例第９条による申請が到達してから１４日以内に条例第１０条各項の

決定をするものとする。 

（変更等の承認） 

第７条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る

市長等の承認の申請は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金変更

承認申請書（第４号様式）によって行うものとする。 



２ 条例第１１条第１項第１号に規定する市長等が定める軽微な変更は、次のとおりとす

る。 

（１）補助目的自体の変更をもたらすものでなく、かつ補助金の交付決定額に影響を及ぼ

すことなく、補助対象経費内訳の配分を変更する場合は、交付決定額の３０パーセン

ト以内の増減であること。 

（２）補助目的自体の変更をもたらすものではない補助金の減額を生じるもの。 

（３）補助目的自体の変更をもたらすものではない事業計画の細部の変更であるもの。 

３ 条例第１１条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申

請は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金中止・廃止承認申請書

（第５号様式）により行うものとする。 

４ 市長は、同条第１項、第３項に係る申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、そ

の承認又は不承認を決定し、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金

承認（不承認）通知書（第６号様式の１又は２）により通知するものとする。 

５ 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

（補助金の概算払） 

第８条 条例第２１条第２項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、地方

独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金概算払請求書（第７号様式）を市

長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 条例第１８条の規定による実績報告は、事業が完了した日の翌日から起算して３

０日を経過した日又は交付決定を受けた年度の３月３１日のいずれか早い時期までに事

業実績報告書（第８号様式）に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）機器整備一覧（第９号様式） 

（２）納品書の写し 

（３）設備機器の納入事業者が提出した請求書の写し 

（４）設備機器設置後の写真 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告を受け、条例第１９条の規定により補助事業者

に交付すべき補助金の額を確定したときは、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施

設整備費補助金交付額確定通知書（第１０号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと

する。 

（処分の制限） 

第１１条 京都市産技研は、本要綱による補助金を受けて整備した設備機器について、当

該補助金が国の補助金等又は市債を特定財源とする場合、国の補助金等又は補助金等に



係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定による期間又

は当該補助金の特定財源である市債の償還期間のいずれか長い方の期間を経過するまで、

市長の承認を受けずに、当該補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないものとする。 

（補則） 

第１２条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し

必要な事項は、産業観光局長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月２６日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付申請書 
 

（宛先）京都市長         年  月  日 

申請者の主たる事務所の所在地 

  

京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

 理事長                 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により補助金の交付を申請します。 

補助事業名  

整備に要する経費      金          円 

国等の補助金の有無 有  ・   無 

国等の補助金の額      金          円 

その他の自己収入等充当予定額      金          円 

交付を受けようとする補助金の額      金          円 

補助事業開始及び完了（納品）予定期日 
年  月  日から 

年  月  日まで 



第２号様式（第４条関係） 

機 器 整 備 計 画 書 
 

【補助事業名：                】                                  （  ／  ページ） 

番号 名称 機器の特徴・用途 

購入予定価格（円）    

 
国等の補助金の 

交付予定額（円） 

その他の自己収入等充当

予定額（円） 
申請額（円） 

１    

  

 

２    

  

 

３    

  

 

４    

  

 

５    

  

 

６    

  

 

合計     



第３号様式の１（第５条関係） 

第   号 

年  月  日 

所在地 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

名 称 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

    理事長 

 

京都市長              

（担当 産業観光局       ） 

 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付け   第   号で申請のありました上記補助金につきま

しては、下記のとおり交付することに決定しましたので、地方独立行政法人京都市産業技

術研究所施設整備費補助金交付要綱第５条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 交付予定額    金       円 

２ 交付の条件 

（１）補助金は、本事業の目的以外に支出してはいけません。  

（２）本事業については、京都市補助金等の交付等に関する条例第３２条の規定により、

立入調査又は質問をすることがあります。  

（３）上記各号に違反した場合は、補助金を減額し、又は取り消すことがあります。  

（４）補助事業等の内容又は経費の配分の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）をしよ

うとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。  

（５）補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け

る必要があります。  

（６）補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長に報告し、その指示を受ける必要があります。  

（７）その他市長が必要と認める条件  

 

（※ 減額して交付するときは、その理由の付記と訴訟等の教示を入れる） 

 



第３号様式の２（第５条関係） 

第   号 

年  月  日 

所在地 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

名 称 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

    理事長 

 

京都市長              

（担当 産業観光局       ） 

 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付け   第   号で申請のありました上記補助金につきま

しては、下記のとおり不交付とすることに決定しましたので、地方独立行政法人京都市産

業技術研究所施設整備費補助金交付要綱第５条の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

不交付理由  

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長

に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日か

ら起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長

の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判

所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長とな

ります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消

しの訴えを提起することはできなくなります。 



第４号様式（第７条関係） 

年  月  日 

（宛先）京 都 市 長 

 

所在地 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地   

名 称 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

理事長                

 

 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金変更承認申請書 

 

 

     年  月  日付け   第   号で交付決定通知があった補助事業につい

て、下記のとおり変更したいので、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補

助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）京 都 市 長 

 

 

所在地 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地   

名 称 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

理事長                

 

 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

    年  月  日付け   第   号で交付決定通知があった補助事業について、 

 

    したいので、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱 

 

第７条第３項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 中止・廃止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 該当する□に✔を記入してください。

□中止 

□廃止 

 



第６号様式（第７条関係） 

第   号 

年  月  日 

所在地 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

名 称 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

    理事長 

 

京都市長              

（担当 産業観光局       ） 

 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金承認（不承認）通知書 

 

     年  月  日付け   第   号で申請のありました上記補助金の承認申

請につきましては、承認（不承認）することに決定しましたので、地方独立行政法人京都

市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱第７条の規定に基づき通知します。 

 

（不承認理由）  

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長

に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日か

ら起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長

の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判

所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長とな

ります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消

しの訴えを提起することはできなくなります。 

 



第７号様式（第８条関係） 

 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金概算払請求書 
 

（宛先）京都市長         年  月  日 

申請者の主たる事務所の所在地 

  

京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

 理事長                 

 

 地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱第８条の規定により

補助金の概算払を請求します。 

補助事業名  

交付決定日及び決定番号     年  月  日付け  第   号 

交付予定額      金          円 

概算払受領済額      金          円 

今回概算払請求額      金          円 

残額      金          円 

 



第８号様式（第９条関係） 

 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金実績報告書 
 

（宛先）京都市長         年  月  日 

申請者の主たる事務所の所在地 

  

京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

 

 

申請者の名称及び代表者名 

 

 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

 理事長                 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により事業の実績を報告します。 

補助事業名  

交付決定日及び決定番号     年  月  日付け  第   号 

交付予定額      金          円 

補助事業に要した経費      金          円 

補助対象経費      金          円 

補助を受けた補助金の額      金          円 

事業実施期間 

（補助事業開始及び完了（納品）期日） 

年  月  日から 

年  月  日まで 

添付書類 
機器整備一覧（第９号様式）、納品書の写し、 

請求書の写し、機器設置後の写真 

 



第９号様式（第９条関係） 

機 器 整 備 一 覧 
 

【補助事業名：                】                            （  ／  ページ） 

番

号 
名称 機器整備完了日 

購入価格（円）    

添付書類  国等の補助金の額

（円） 

その他の自己収入等

充当額（円） 
交付予定額（円） 

１  
     年 

  月  日 
  

  ・納品書の写し 

・請求書の写し 

・設置後の写真 

２  
     年 

  月  日 
  

  ・納品書の写し 

・請求書の写し 

・設置後の写真 

３  
     年 

  月  日 
  

  ・納品書の写し 

・請求書の写し 

・設置後の写真 

４  
     年 

  月  日 
  

  ・納品書の写し 

・請求書の写し 

・設置後の写真 

５  
     年 

  月  日 
  

  ・納品書の写し 

・請求書の写し 

・設置後の写真 

合計      



第１０号様式（第１０条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

 

所在地 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

名 称 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

    理事長 

 

 

京都市長              

（担当 産業観光局       ） 

 

 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け   第   号をもって交付決定しました標記の補助金

につきまして、地方独立行政法人京都市産業技術研究所施設整備費補助金交付要綱第１０

条第１項の規定に基づき、下記のとおり補助金交付額を確定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助金交付確定額   金       円 

 

 

 

 

 


